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ご支援のお願い 

 「いずみ」の活動は国内外の支援活動によって支えられています。この活動を続けていくために      

みなさまのご支援、ご協力をお願いいたします。献金、ご支援は下記専用口座をご使用下さい。 

 送金先金融機関 ゆうちょ銀行   

 口座番号 ０２２７０－２－１１４８８７ 

 加入者名 いずみの会  

 通信欄に 会費（一口2000円）、または、献金（支援）とお書き下さい。 

運営委員長 小林 休（鳴子教会） 

運営委員   小林 休（鳴子教会） 鈴木のぞみ（川俣教会） 

         寺田 進（原町教会）  布田秀治（いずみ愛泉教会） 

協力委員   保科 隆 

顧  問     篠原弘典（原子核工学専攻） 

スタッフ    田村和恵 服部賢治  

会計協力  渡辺広衛 

日本キリスト教団東北教区 

放射能問題支援対策室いずみ 
 UCCJ Tohoku District Nuclear Disaster Relief Task Force “IZUMI” 

 〒980-0012 仙台市青葉区錦町１丁目１３－６ 

 TEL/FAX 022-796-5272 

 メールアドレス izumi@tohoku.uccj.jp 

 ホームページ http://tohoku.uccj.jp/izumi/ 
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題字 丹治正雄氏 

１ 

３/７（土）避難者のお話しを聞く会 ーオンライン配信有りー 

 日頃より東北教区放射能問題支援対策室「いず

み」の活動を支え、祈り、また共に働いてくださ

る全国の皆様に心より感謝申し上げます。また、

前号でも報告させていただきましたが甲状腺検査

会は24年度に通算100回を数えました。これまで

「いずみ」の活動を陰に日向に支えてくださった

方々、またスタッフの皆様のお働きを覚え、神様

に感謝をいたします。 

 私自身は今年度の教区定期総会において新たに

教区総会議長として選ばれましたが、右も左も分

からず周りの皆様のお支え、そして神様の守りの

うちに何とか過ごしております。しかし特に甲状

腺検査会に関しては議長の責務に就く以前から、

検査会場として私の仕える名取教会を利用してい

ただいてきました。2025年９月にも第104回の検

査会でご一緒いたしました。これまでの統計も出

ていますが、今回の検査のためにお申込みくだ

さったご家庭はリピーターと新規の方々が半数で

した。宮城県南部でもまだ健康に心配を持つご家

庭の方がおられることが判ります。 

 

 検査会で私は地域へのお声掛けと会場係のほ

か、教会の畑(津波で亡くなられた方の畑)からの

収穫物でスタッフの皆様の昼食に「イサク・カ

レー」を提供するという、おいしい役割も任って

おります。そしてやや私事ではありますが、担当

のドクターは我が家の子どもたちのかつての担当

医だった、という素敵なご縁もあります。 

 「いずみ」は日本キリスト教団・東北教区とい

う、教会の働きですので、より多くの教会が検査

会のために会場を提供くださることを願います。 

 「いずみ」の活動の他に、東北教区は2022年か

ら浪江伝道所と小高伝道所(ともに福島第一原発か

ら20キロ圏内)の宣教活動再開を支える活動も展開

しています。私も両伝道所と同じ地区の者とし

て、震災の数年後から関わってまいりました。依

然として放射線量は高いものの、これらの地に帰

還、または移住した方々の命の営みを祈りに覚

え、支えてくだされば幸いです。 

                   2025年 11月記 

   東北教区総会議長 荒井偉作（名取教会） 

 

        「いずみ」の活動によせて 

   

２月以降  甲状腺エコー検査 in  

      しおがま、わたり、いしのまき  ほか   

今後の予定 （詳しくはいずみホームページをご覧ください） 

 2026年３月７日（土）、今も大部分が避難指

示区域である福島県浪江町津島地区から避難生活

を続けておられる今野秀則さん。そして、今野さ

んら地区住民の約半数が国や東京電力に対し提起

した「津島原発訴訟」の弁護団のおひとり、小野

寺信一弁護士のお二人からお話しを聞く会を行な

います。 

 この会についてはオンライン（ズーム）でも参

加可能です。当日、開会の数分前、以下のＩＤ番

号やパスワードをご入力してご参加ください。事

前のお申込みは不要です。操作方法については、

できるだけ身近な詳しい方にお聞きください。  

ミーティングＩＤ  ８５７ ９２０３ ２８０２  

パスワード ７７００５４  



通称、ＧＭカウンタと呼ばれる計測器で試料に付着している放射性

微粒子から放出されるベータ線を計測する様子（三田常義さん）  

２ ３ 

         【開催報告】 見えない放射能について気軽に 話したり、知ることができる場づくり  

■互いを補うコラボレーション企画 

 2025年11月30日（日）、「いずみ」は第106

回目となる甲状腺エコー検査会を宮城県南の大河

原町で実施しました。この検査会には定員30名の

ところ、40名を越える申込みがあり、当日、イン

フル罹患等のキャンセルがあったものの、29名の

親子が検査を利用されました。原発事故から14年

８ヶ月が経ちましたが、未だに検査を希望する方

が少なくない、ということと、当時18才以下の子

どものうち、現時点で20代後半や30台前半の受

検者が約３割を占めるなど、学業や就職から一定

期間が過ぎ、やや落ち着いた頃なのか、自分の健

康状態、とりわけ、原発事故による健康影響を確

認したい、という若い世代が検査を受ける、とい

う動きが感じられます。 

 当時はあまりにもいろんなことがあって、周り

に余裕がなかったり、混乱していて、起きている

事象に冷静に向き合えなかったかもしれません

が、相当の時間を置くことによってあらためて考

えたり、知見を拡げることができるようになって

きたのかもしれません。 

 

 同日同時刻、大河原町内に拠点を置く、みんな

の放射線測定室てとてと（以下、「てとてと」と

略）は設立14周年記念のイベントを企画、実施さ

れました。「てとてと」は県南の有機農業を営む

農家数件が原発事故後、自分たちの生産物が安全

であるかどうかを自ら確認するために機材などの

測定環境を整え運営されてきた、誰でも利用でき

る市民のための放射線測定室です。 

 この日は「いずみ」が予約者への甲状腺エコー

検査を行い、同じ会場内、向いの部屋で「てとて

と」は展示とミニ報告会を行いました。例えが少

し的外れかもしれませんが、まるで、少年バトル

漫画における主人公やライバルキャラが新たな強

敵出現のため、強力なタッグを組むような夢のコ

ラボです。 

■放射能汚染の可視化と情報共有 

 展示やミニ報告会の内容をごく簡単にお伝えす

ると、「放射能はどれだけ減少したか」と題され

たスタッフの北村保さんからは主に２点で、ま

ず、県南５カ所の土壌を経年的に定点測定し、セ

シウム134・137の推移を解析しました(４ページ

掲載写真参照）。すると、2016年と2025年の実

測値を比較すると、５カ所いずれも、計算上の減

衰値より、実測値が大幅に下回っていることがわ

かりました。当初は、表層にのみ、セシウムが沈

着しているとされていましたが、2025年の測定

時には、表層５㎝に加え、さらに下部の10㎝まで

測定してみると、Ｂ地点においては10㎝の深い層

が、５ ㎝ の 層 (616  bq/kg) の 約 半 分 に あ た る

349bq/kgのセシウム含有が観察されました。こ

れは、セシウムがより下層に移行したり、もしく

は、表層の汚染が雨などにより流出していること

が推察されるものでした。総じては、計算上より

地表の汚染が減少しているものの、それは、放射

性物質が消滅したのではなく、気象現象などによ

り、より広範囲に薄く分布していることがはっき

りとわかるものでした。また、コシアブラやタケ

ノコ等の山菜の測定結果についても最新情報を共

有していただき、国の基準値である100bq/㎏以

下ではあるものの、宮城県内はいうまでもなく、

山形県内で採取されたムキタケからもセシウムが

検出されていて、現在も山菜の類は測定が欠かせ

ないことを強く実感させられました。 

■放射線リスクに口をつぐむ＝誰かを犠牲

にする社会を変えていこう 

 単なる検査にとどまらず、来場者に展示を見て

いただき、コラボの大きな成果が感じられまし

た。対応された「てとてと」スタッフによると、

当時は福島県内に在住、現在は宮城県内にお住ま

いのご家族が「大河原町（宮城県内）も汚染され

ていたのですね」などと、検査に来られるような

関心の高いと思われる方であっても重要な情報が

知られていないようでした。また、当時は幼かっ

た方が高校生や大学生に成長し、自分に何が起き

ていたのか、科学・客観的に基づいた情報を自ら

知ろうとする若い方もいたそうです。 

 原発事故の過小評価や、事なかれ的に実態を伝

えようとしなかった東京電力や国などの加害性を

有する組織、また、「放射能安全神話」を十分に

検証しない大手マスコミなど、日本では、事故前

のような、核利用や被ばくについて見て見ぬふり

をする社会情勢が亡霊のようによみがえりつつあ

りますが、今回のように、小さくても、放射能汚

染の実態を伝えたり、予防原則にしたがって対応

策を実施する場、みんなで未来世代の健康を見守

る取組みをこれからもできるだけ続けていきたい

です。「てとてと」のご厚意により、来場者には

お茶や淹れたてのコーヒーが提供され、大変好評

でした。 

 セシウム137の半減期は約30年であり、ようや

く15年。初期被ばくへの対処に加え、人為的な汚

染水海洋放出など、大量にまき散らされた放射性

物質の毒性について、より多くの方々と関心を

持って向き合っていければと願っています。 

 

《セシウムボールについての参考資料として》 

弁護士・井戸謙一氏の論考 

https://jsa.gr.jp/04pub/2021/JJS202101ido.pdf 

               2026年１月記 

東北教区放射能問題支援対策室いずみ 服部賢治 

（みやぎ脱原発･風の会発行「鳴り砂」No.319より転載加筆） 

■未知のセシウムボールによる内部被ばくが

全く考慮されていない現状 

 二人目の報告者である三田常義さんからは、

ホットパーティクル、あるいは、セシウムボール

と呼ばれる不溶性の放射性微粒子の実態につい

て、専門かつ継続的な調査や考察でした。チェル

ノブイリ原発事故現地では観察されなかった形状

の不溶性の放射性微粒子が福島県内外で複数の研

究機関等により観測、報告されており、三田さん

のご報告においても、2012年、県南地域の落ち

葉を砕き、オートラジオグラフィーという手法で

調べたところ、はっきりとその存在が明らかにさ

れました。これらは、単なるセシウム原子ではな

く、原子炉の圧力容器などが高熱溶融した際のガ

ラスや金属片などと結合したとみられ、しかも、

複数の放射性核種が集積している組成が確認さ

れ、たとえば、ＰＭ2.5などの微粒子と同等、も

しくは、それより小さなサイズのセシウムボール

も多数検出されています。これらを呼吸により摂

りこんでしまうと血液や水分に溶けないため体外

に排出されず、人体の肺に定着した場合には、と

くにベータ線により近傍の組織、細胞などへの長

期かつ深刻な局所被ばくが起きる可能性があるよ

うです。また、三田さんは福島県の楢葉町内にあ

る、駐輪場の屋根の下にあるパイプから拭き取っ

たホコリを比較対象として紹介してくださり、セ

シウムボールの存在が福島県内だけでなく、宮城

県南においても存在し、吸い込んだりしないよう

注意を促してくださいました。 

2024年 天然キノコ測定結果一覧表（「てとてと」展示より） 

   ～放射能問題に取組む２団体による協働レポート～   



  「てとてと」１４  周年祭に参加して  

      「てとてと」展示より 

４ ５ 

 11月30日（日）、大河原での９年ぶりの検査

会では、「てとてと」の14周年祭も合わせて行わ

れました。「てとてと」は、3.11原発事故後、有

機農業などを生業とする人たちが立ち上げた「農

家と市民」のための放射線測定室です。チェルノ

ブイリでは、測定や保養、安全な食料の提供は国

がやってましたが、日本ではやってなく、民間で

独自にやらなければいけなかったそうです。 

 「てとてと」運営委員の北村さん夫妻は、私が

20年前の学生時代、丸森町での全国自然農実践者

の集いでお会いした方でした。主催者だと知らず

に行き、お会いでき嬉しかったです。 

 北村さんの畑は、自然農です。不耕起栽培のた

め放射能は表面に残ります。原発事故のときは草

を刈って敷いてあったので、それを全部片づけ、

ゴミ袋に入れて、数年保管し、やむなく回収に出

したそうです。（１kgあたり、8000Bq以下だと

一般廃棄物と同様に処理が可能との基準がありま

す） 

 「てとてと」ミニ報告会の発表では、放射性崩

壊によりセシウム134は、０に近くなっており、

セシウム137は15年で７割まで減っていること。

机上の計算によって出された数値よりも、約10年

経って、「てとてと」が実際測った方が土壌の数

値は下がっていること。原因は、雨によって土が

流され、５センチより下の土に放射性物質が移動

したこと。ガラス状で水に溶けないセシウムボー

ルは空気中に浮遊するほど小さいが高濃度にセシ

ウムを含み、呼吸により肺に侵入する恐れがあ

る。2011年３月15日の関東、福島中通りの汚染

に顕著にみられる。宮城県南部でも多く観測さ

れ、大崎市の稲わらからも微量発見されたこと。

が、発表されました。 

 「てとてと」は自分たちの農産物を測定するだ

けでなく、だれでもが測って数値を知って食べる

か食べないかを自分で決めるための市民測定室で

す。 

 宮城県は市町村によって、山菜の出荷制限があ

り、丸森町では、（販売するタケノコは）必ず測

定し実施済みシールが貼られています。 

 発表は、何かを声を大にして主張しているわけ

ではなく、大事なことを淡々と耳をそばだてない

と聴こえないくらいの声で話しておられました。

みんなに知ってほしい内容でした。                

                                       2025年12月記 

    「いずみ」検査サポーター 髙橋千沙子 

「てとてと」展示会場にて、来場者に説明する北村スタッフ 

「てとてと」ミニ報告会 



６ ７ 

 有名な創世記３章９節の言葉です。神さまの前

に身を隠しているアダムに対して、神さまが問い

かけています。私はその問いに、「あなたはどこ

に自分の視座を据えているか」と重ねて問われて

いると感じています。 

  

 ２０２５年５月に開催された、第８０回東北教

区 総 会 の 報 告 記 事 が 教 団 新 報 ７ 月 １ ２ 日    

(第５０３４増刊号)の一面に掲載されました。 

読後、違和感を感じたのは私だけではありません

でした。 

 

  記事には「教区の取り組みを評価しつつ、風評

被害で差別を受けている人がいることを指摘し、

『検査を実施した結果、当初心配したこととは

違っているということを社会に発信して欲しい』

との意見があった」。また、東日本大震災を受け

て教団議長が出した声明について「当時、懸念さ

れていたことで現在は違った状況にあるものが含

まれていることを踏まえ、１４年経った現在の声

明を出すことを求める意見があった」と紹介され

ました。この二つは同じ人の発言です。 

 

 この発言者は「風評被害で差別を受けている

人」と言っています。東京電力福島第一原子力発

電所の爆発事故により「風評被害」だけではな

く、「実被害」で苦しんでいる人が後を絶ちませ

ん。その人たちが不安の声を発した時、それを

「風評被害」とされ、発言が封じられてしまう現

実があります。例えば、事故前まで「小児甲状腺

がんは年間１００万人あたり１，２名」でした。

それが、福島県主体の甲状腺検査が実施された結

果、２０２５年５月１７日現在で３９９人の甲状

腺がん（悪性および悪性疑い含む）が確認され、

そ の 内 ２ ９ ８ 名 の 方 が 手 術 を 受 け て い ま す。

「３・１１子ども甲状腺がん裁判」の原告意見陳

述を読んで戴きたいと思います。 

 「検査を実施した結果、当初心配したこととは

違っているということを社会に発信して欲しい」

とありますが、「検査を実施した結果、当初心配

した以上に悲惨な現実がある」のです。しかし、

発言者は一貫してそれを認めようとしていませ

ん。それは、被害を小さく見せようとしている国

や県の行政の姿勢と同一です。 

 原発事故だけではありませんが、どこに「あな

たは自分の視座を据えているのですか」と問われ

ています。「教団新報」は教団の顔です。一面だ

けでなく、公報としての役割を担う記事掲載を

願ってやみません。 

                

                                        2026年２月記 

     東北教区放射能問題支援対策室いずみ 

            運営委員 布田 秀治 

 その様な動きの中で、１月５日浜岡原発の再稼

働を申請中の中部電力が審査の過程で基準地震動

のデータを過少になる様に改ざんしていた事実が

明らかになりました。これは昨年２月に規制庁に

対して「公益通報」によって部外者から不正の告

発があって、規制庁が中部電力に事実関係を照会

して認めざるを得なくなったという経緯がありま

す。この浜岡原発４・５号機の審査では２０２３

年に基準地震動を「おおむね妥当」と承認・確定

していた事実もあります。規制委員会にはデータ

捏造を見抜く力量が無かったのです。 

 この基準地震動のデータ改ざんの背景には、評

価が大きくなって原発の機器の安全余裕を超えら

れるのを避けたいという電力会社の思惑がありま

す。しかも今回の改ざんに関わった電力会社から

地質調査などを委託されているコンサルティング

会社が全国の原発に関与している事実もあり、闇

の広がりが懸念されていますが、規制委員会はそ

の調査は行わないとしている事も問題です。 

 

 福島原発事故を起こした東京電力が柏崎刈羽原

発６号機を再稼働させようとして制御棒のトラブ

ルで停止せざるをえなくなっていますが、女川原

発２号機でも昨年１０月に制御棒が挿入出来なく

なるトラブルが起こっています。安全性を最優先

するという電力会社が、原因を特定出来ないまま

機器の交換だけで運転の継続を行っています。

様々に起っているトラブルに、原子力に携わる

人々の技術力とモラルが問われる状況に入って来

ています。 

                ２０２６年１月２８日 

     東北教区放射能問題支援対策室いずみ   

                  顧問  篠原 弘典 

 日本の原発では起こりえないとされていた炉心

溶融事故が福島原発で発生してから１５年が経と

うとしています。この事故を契機にして世界中で

最も厳しいとされる新規制基準が作られました

が、政府が取る原発回帰政策で再稼働に前のめり

になっているために、いたるところでほころびが

出て来ています。 

 

 一昨年１２月に沸騰水型原発としては最初の再

稼働と喧伝され営業運転を始めた女川原発２号機

は１月１４日から定期点検のため運転を停止して

います。この点検には５か月を要するとされてい

ますので、６月には運転再開をするかもしれませ

んが、１２月には再び運転停止せざるを得ない状

況になっています。 

 東北電力は昨年１０月に新規制基準で設計及び

工事計画認可から５年以内に設置が義務付けられ

ている「特定重大事故等対処施設」（テロ対策施

設）の工事完了が期限以内（今年１２月）に間に

合わず、２０２８年８月まで延期すると発表して

いるからです。ところがこの運転停止を何とか回

避しようと、東北電力は加盟する原子力エネル

ギー協議会（AＴEＮA）を通して原子力規制委員

会に猶予期間を更に３年間延長するように要望し

ています。 

 設置が義務付けられている施設の完成を待たな

いまま再稼働を認める規制のゆるみも問題です

が、この様な要望を出す原子力業界には新規制基

準で設置が義務付けられた施設の重要性を軽視す

る態度がその背景にはあります。そしてこの要望

に前向きに対応しようとしている規制委員会の姿

勢も問題を孕んでいます。 

原発耐震偽装に踏み込む電力会社とそれを見抜けな

い規制委員会の力量に危機感は深まっています 

「どこにいるのか ―どこに視座を据えているのか―  」  
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 【寄稿】なぜ私が甲状腺がんになったのかを、知りたいのです    甲状腺がん支援グループ あじさいの会 共同代表 千葉親子
ちば ちかこ

 

 2011年３月11日、東日本大震災により、東京

電力福島第一原子力発電所は全電源を喪失し、 

１号機、３号機などで水素爆発が起きました。事

故の深刻さはレベル７と評価され、大量の放射性

物質が東日本一帯に放出されました。 

この事故を境に、多くの福島の子どもたちの人生

は大きく変わることになります。 

 事故直後、原発から半径20キロ圏内は警戒区域

となり、住民は避難を余儀なくされました。避難

所に入る前には被ばく検査が行われましたが、子

どもたち自身には「何が起きているのか」「なぜ

検査を受けるのか」は十分に説明されませんでし

た。ただ、突然の日常の断絶があっただけです。  

 1986 年 に 起 き た チ ェ ル ノ ブ イ リ 原 発 事 故 で

は、事故後数年を経て小児甲状腺がんが増加し、

事故から約10年後、 IAEA（国際原子力機関）は

「放射線被ばくの影響が認められた唯一の疾患」

として甲状腺がんを公式に認めました。福島で

も、同じ過ちを繰り返さないためとして、2011

年５月に県民健康調査検討委員会が設置され、同

年10月から、事故当時おおむね18歳以下だった

約38万人を対象に甲状腺超音波検査が始まりまし

た。 

 小児甲状腺がんは、本来きわめて稀ながんで、

事故前は「100万人に１～２人」とされ、一般に

はほとんど知られていない病気でした。ところ

が、検査開始から十数年が経過し、「悪性または

悪性疑い」と診断された患者が相次いで発見され

ました。 

 しかし2015年、検討委員会は中間報告として

「福島で見つかっている甲状腺がんは、チェルノ

ブイリとは異なり、放射線の影響とは考えにく

い」と結論づけました。以後、「過剰診断」「潜

在がん」という言葉が繰り返し使われるようにな

ります。 

 その一方で、突然「がん」と告げられ、手術を

受けた子どもたちとその家族は、行き場のない不

安と悲しみを抱えることになりました。「外で遊

ばせなければよかったのではないか」「もっと早

く避難していれば防げたのではないか」 

 誰から責められたわけでもないのに、親たちは

自分を責め続けました。偏見や差別を恐れ、病気

のことを誰にも言えず、相談もできず、孤立して

いった家族も少なくありません。 

 こうした状況のなか、2016年、同じ思いを抱

える当事者と家族、支援者が集まり、甲状腺がん

支援グループ「あじさいの会」が生まれました。  

目的は、「一人にしないこと」。情報を共有し、

不安を語り合い、孤独を和らげる場をつくること

でした。 

会では、交流を目的としたカフェや親睦会、料理

教室、医師による相談会を行ってきました。共同

代表の医師が、治療や日常生活の疑問に丁寧に答

えることで、不安が少しずつ和らぐ場面もありま

した。 

また、遠方に住む支援者から届く野菜や果物を会

員に手渡しながら、近況を語り合うことも大切な

時間です。必要があれば、セカンドオピニオンの

支援や病院への同行も行っています。 

 同時に、会として学会や講演会に参加し、最新

の 医 療 情 報 を 学 び、福 島 県 や 国、そ し て

UNSCEAR（原子放射線の影響に関する国連科学

委員会）へ意見書や要望書を提出してきました。  

「見つけなくてもいいがんを見つけて手術してい

る」 

こうした発言を耳にしたある母親は、「では、う

ちの子は切らなくてもよかった甲状腺を切られた

のですか」と、深い怒りと悲しみに包まれまし

た。 

命と向き合ってきた家族にとって、「過剰」とい

う言葉は、あまりにも重く、残酷でした。 

 

 さらに2022年、欧州連合（EU）が原発を「ク

リーンエネルギー」と位置づける動きが出た際、

元首相経験者５人が「福島には甲状腺がんに苦し

む子どもがいる」と指摘した意見書に対し、日本

の政府要人、当時の岸田首相、松野官房長官、高

市自民党政調会長（高市氏は現在首相）が強く反

発し訂正を求めました。 

 2022年1月、若者たちが立ち上がりました。 

「なぜ私が甲状腺がんになったのか知りたい」の

です。 

この問いを胸に、東京電力を相手取った損害賠償

請求訴訟が始まりました。原発事故による健康被

害を正面から問う、初めての集団訴訟です。 

裁判では今も、「放射線との因果関係はない」

「過剰診断だ」と被告である東京電力の主張が繰

り返されています。 

被害者がいるのに、責任を負う加害者が見えない

――その不条理に、私たちは向き合い続けていま

す。 

2025 年 12月、裁 判 を 傍 聴 し た 医 師 の 菅 谷 昭 氏

は、「チェルノブイリではすでに結論が出てい

る。なぜ日本では、これほど時間がかかるのか」

と語りました。 

真実に向き合うことから逃げず、被害を受けた人

の声に耳を傾けること。それこそが、社会の責任

ではないでしょうか。 

私たちは問い続けます。 

なぜ、この子たちが甲状腺がんになったのか。 

その問いに、きちんと向き合う社会であってほし

いと、心から願っています。 

              2026年１月14日 

福島県知事も記者会見で「多くの子どもが甲状腺

がんに苦しんでいるという表現は遺憾」と述べま

した。 

その言葉を聞いた家族からは、「私たちの子ども

は、福島にとって“遺憾な存在”なのですか」と

いう声が上がりました。 

あじさいの会は、直ちに抗議と訂正を求めまし

た。患者と家族も記者会見に立ちました。 

 あじさいの会の活動の中で、忘れられない光景

があります。 

手術を終えた高校生の女の子が、声がかすれて不

安そうな手術間もない小学生に、自分の首の手術

痕を見せながら「大丈夫、ちゃんと声は出るよう

になるよ」と語りかけていました。 

どんな専門家の説明よりも、その言葉は力を持っ

ていました。私たちは、当事者こそが最高の支援

者であることを実感しました。 

 会は今年で10年目を迎えました。事故当時５歳

だった子は高校生に、中高生だった子は大学生や

社会人になりました。一方で、再発や肺転移を経

験している会員もいます。治療のために進学や就

職を断念せざるを得なかった若者もいます。それ

でも、「もう一度学びたい」「資格を取って働き

たい」という声に応え、あじさいの会は「チャレ

ンジ基金」を立ち上げました。卒業や再就職の報

告は、会全体の喜びです。多くの寄付と支援に

よって支えられています。 
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   【寄稿】 「我ここに立つ。これ以外に仕方がない」の決断の中で書かれた三浦少数意見   法律家 柳原敏夫  

１、僭越ですが、311原発事故を経験したあと、

ユダヤ教徒になってもいいと思った。モーセなど

旧約聖書に登場する預言者たちに震撼させられた

から。福島の子どもたちの避難を求めるふくしま

集団疎開裁判は出エジプトのモーセが念頭にあっ

た。 

原発事故の救済を求める訴訟は何度も起こされた

が、その都度惨敗し、連敗を重ねた。避難者を仮

設住宅から追出す今回の裁判もそうだった。避難

者の訴えに全く耳を傾けないので、一審と二審の

裁判官の交代（忌避）を求めた５回の申立ては全

て無視され、まともな審理を受けられないまま全

面敗訴の判決が続いた。それは311後に人権侵害

のゴミ屋敷と化した日本社会に相応しい暗黒裁判

だった。 

その闇の中で、２年前、私自身の過去を振り返

り、人権法律家として完全失格だったことを知

り、新米法律家として出直した。それが「政治・

政策から人権にシフト」し、「ジワジワと人権保

障を１ミリでも前進させるための法理論の構築」

に全力を注ぐこと――その最初が今回の裁判で最

高裁に提出する上告受理申立て理由書の作成だっ

た。今までは、権力のイヌとなった最高裁につば

を吐き、断罪する書面しか書けなかった。今度か

らつばを吐くのをやめ花を盛ろうと思った。どの

最高裁判事も国家権力の重圧、プレッシャーの中

にいて、彼らに国策に逆らう避難者の声に耳を傾

けさせるのは至難の技だが、しかしながら、ル

ターの「我ここに立つ。これ以外に仕方がない」

程ではなくても、最高裁判事もまた彼らなりに判

決を下す直前、「暗闇の中の命がけの決断」の瞬

間に立つ。その時、彼らが勇気ある決断を下せる

ようにそっと背中を押したい、そう願って彼らも

賛成せずにはおれない命題からスタートして正し

く論を展開しようと心がけたのが今回の理由書

だった。それはソクラテスの問答にならった最高

裁に宛てたラブレターだった。 

２、その理由書の冒頭は、《本裁判の特徴を一言

で言い表わすと、それは原発事故の救済の法律が

存在しないという「真空地帯」で災害弱者の基本

的人権が問われた裁判である。その本裁判に対し

て避難者らが最高裁に望むこと、それは司法が一

歩前に出ることである。》そこで「司法が一歩前

に出ること」とは何か。それは《司法は一歩前に

出て積極的に審査すべきであるとしても、その趣

旨はあくまでも人権保障という法的観点から人権

侵害の審査を行なうことであって、それ以上、政

策の当否といった政策論争の審査ではない》こと

を自覚することである。 

本裁判の避難者とは何者か。それは《彼らは災害

弱者である。彼らはもともと福島原発事故以前か

ら社会的、経済的弱者に属する人たちであったと

ころ、福島原発事故のあと政府が勝手に線引きし

た強制避難区域の網から漏れ、谷間に落ち、本人

には何の責任もないのに、たまたま谷間に落ちて

しまった。その結果、政府により救済されない中

を、放射能のリスクから命をかけて「子どもを守

る」或いは「自分や家族を守る」と決断して自主

避難を選択し、仮設住宅の提供以外に国と福島県

から真っ当な生活再建の支援もない中を、この間

ずっと、慣れない都会の中、自力で努力し続けて

きた人たちである。このように過去に経験したこ

とのない「さ迷える市民」にされた彼らの過酷な

現実を踏まえて、彼らの救済について、最高裁み

ずからが原発事故の救済の法律が存在しないとい

う法の穴埋めを真摯に実行すること、それが彼ら

の切なる願いである。》その上で、次の通り締め

くくった。 

《本裁判で避難者らが最も望んだことは、自分た

ちを金銭で救済せよと求めているのではなく、こ

れは人間の命、健康に関わる最も重要な基本的人

権の問題である、だから、福島県による人権侵害

を何としてでも是正して欲しい。上告中に福島県

がやった仮設住宅の強制執行を含め、この間に福

島県により避難者らが受けた精神的苦痛は筆舌に

尽くし難く、その苦痛はあくまでも避難者らが受

けた人権侵害を回復する中でしか癒されない。  

４、これに対し、こう言う人が必ずいる――三浦

意見がたとえどんな素晴らしくてもしょせん少数

意見、負けたことには変わりないと。その通りで

ある。しかし、人権運動はいつも少数者の声から

始まる。そして人権運動は少数者の声がその声を

あげた瞬間にその声がどう評価されたかではなく

て、その声 に（たと え 時間が かか ろう が）そ の

後、周りの市民がどう反応したかで決まり、さら

にその評価も関が原の決戦みたいな一発勝負では

なくて、 long and winding roadのジグザグの漸進

的なプロセスである。この人権運動の実相に目を

向けるとき、今回の少数者の声である三浦少数意

見がどれほど重要であるか、多数意見の側に三浦

少数意見が放った輝きを否定・批判するような反

論がひとつも書けなかったことも含めて、これ

は、311後の人権侵害のゴミ屋敷に化した日本社

会を人権屋敷に再建する突破口となるような、原

発事故の救済に関する人権宣言のスタートとなる

ような画期的な最高裁判決である。この判決がま

いた一粒のタネが芽を吹き、葉をつけ、花を咲か

せ、豊かな実りをもたらすかどうかは、ひとえに

死力を尽した三浦裁判官からバトンを受け取った

私たち市民の手にかかっている。人権への道は人

類全員の協同労働なのだから。                                 

              2026年１月20日 

上告をした避難者らのこの真意を最高裁は真摯に

受け止めて、「個々の孤立した少数者である災害

弱者の地位に落とされ、苦しみの中で救いを求め

ている人たちの基本的人権」の問題を積極的に審

査して欲しいと切に願うものである。そして、最

高裁が「欠缺の補充」を実行するにあたっては、

とりわけ国際人権法が明らかにした「国内避難民

の人権」という観点から真摯に実行すること、そ

れ が 避 難 者 ら の も う ひ と つ の 切 な る 願 い で あ

る。》 

 

３、すると、これまで殆どの上告受理申立て事件

を門前払いしてきた最高裁は、昨年暮れ、避難者

の上告を門前払いせず、避難者の上告理由（福島

県知事の住宅提供の打切りの違法性）に判断を示

すと応答してきた。これは青天の霹靂だった、

311以来、原発事故の救済について固く閉ざして

いた司法がいま初めて扉を一歩開いた瞬間だった

から。 

1月 ９ 日、そ の 判 断 を 示 さ れ た。結 論 は 上 告 棄

却。その理由について多数意見は上記上告理由に

は応答する必要がないからと避難者の申立てを完

全にスルーし黙殺した。これに対し、三浦少数意

見は１００％応答して、避難者の申立てを全面的

に認めた――第１に災害救助法などの解釈にあ

たっては国際人権法に基づいてこれを行なうべ

し、第２に区域外避難者について彼らの具体的な

事情を考慮せずに、応急仮設住宅を使用する必要

がないと判断することは是認できない、避難先で

の生活の継続を望む区域外避難者が数多く存在す

る状況において、仮設住宅の提供を打切った福島

県知事決定は避難者の居住の安定に係る利益を損

なうもので本質的瑕疵を有するから、社会通念上

著しく妥当性を欠き、裁量権の逸脱濫用にあた

り、違法であると。 

判決直前、最高裁判所前でスピーチする著者（2026．1．9） 

～区域外避難者への応急住宅追出し訴訟・１/９最高裁判決を受けて～ 

編集注：いずみニュースレター第21号(10～13ページ)においても本訴訟をご紹介しています。ぜひご参照ください。 

    http://tohoku.uccj.jp/izumi/wp-content/uploads/2023/10/4aff9dab98c49fa979bf0ab869070677.pdf  


